
はじめに 

本計画は、子育ての第一義的な責任は保護者にあるという前提を踏まえ、地

域全体で子育て家庭を支援する体制づくりをめざすものであり、児童の権利に

関する条約において定められている４つの包括的権利（「生きる権利」「育つ

権利」「守られる権利」「参加する権利」）を基本に、「子どもの最善の利益」

が優先されるよう、子どもの視点に立ちながら施策を展開します。 

また、子どもの年齢や家庭の経済力、家族形態などに関係なく、すべての子

育て家庭に対するすき間のない支援とともに、妊娠・出産期から子どもの育成

支援まで、子どもの成長過程に沿った相談や情報提供をはじめ、必要な支援を

切れ目なく、きめ細かく行う視点に立ちながら施策を展開します。 

さらに、本計画は、行政だけの公的な支援だけでなく、家庭、地域、企業な

ど、各主体それぞれの取組を示すものであり、地域における主体的な子育て支

援活動と連携・協働し、「子育てでつながる地域社会」を実現する視点に立ち

ながら施策を展開します。そのため、これから親になる人や子育て中の親子に

対し、市民一人ひとりが自分でできるほんの少しの気遣いや手助けしたい気持

ちを言葉と行動で表すことができる人と環境づくりを推進します。 

 

 

●平成 27 年度に実施した主な取組･･･P.1～P.8                                                                              

※具体的な取組内容(実績、効果、課題等)については、「各事業の実施状況」

をご覧ください。 

●各事業の実施状況･･･P.1～P.39 


